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｜⽬ 次 
 

はじめに 

 こんなときどうする？ 

 

1� 相 談・療 育    ―――――――――――――――――――――――――1ۅ 

   ・相談窓⼝（1ۅ） 

   ・⼿帳とは�受給者証とは（3ۅ） 

   ・障害福祉サービスの申請からサービス利⽤までのれ（５ۅ） 

   ・⼿当や割引など（６ۅ） 

  ・当事者・保護者団体について（８ۅ） 

 ・その他（９ۅ） 

 

2� 児童発達⽀援・放課後等デイサービス事業所    ――――――――――12ۅ 

 

3� ⽇中⼀時⽀援（⽇帰りショートステイ）等    ―――――――――――15ۅ 

 

4�  学校・放課後児童クラブ   ――――――――――――――――――――17ۅ 

   ・学校（17ۅ） 

   ・放課後児童クラブ（2１ۅ） 

 

5� 短期⼊所事業所（ショートステイ）    ――――――――――――――23ۅ 

 

�� 居宅介護・移動⽀援等    ――――――――――――――――――――25ۅ 

   （ホームヘルプ・ガイドヘルプ等） 

 

�� ⼊ 所    ―――――――――――――――――――――――――――29ۅ 

 

8� 障害福祉サービス制度   ―――――――――――――――――――――30ۅ 

 

�．その他    ――――――――――――――――――――――――――――32ۅ 

 

 

 

 
 



はじめに 
 
 

私たち⻄区⾃⽴⽀援協議会児童ネットワークは、発達の気になる⼦どもさんの乳児期から学齢期までの

相談機関や利⽤できるサービスなどの情報を整理し、この冊⼦にまとめました。 

「どこに相談すればいいのかわからない」と困っている保護者の⽅々の⼿助けになればという思いから、

障害のあるお⼦さんの保護者や事業所、保育所や公共機関の職員が集まり作成しました。 

  

⼦どもさんとご家族のみなさんにとって、役⽴つ１冊になれば幸いです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

こんなとऌどअघる？ 

 

 

★⻄区⾃য়⽀援ੈ৮会ブটグ｜ 

★⻄区役所 +3｜ 

★⻄区会福祉ੈ৮会｜ 

⾃⽴⽀援協議会は、障害者総合⽀援法に定ଝされており、各⾃体に設置されています。私たち

.2%E :E6T 1ET（⻄区⾃⽴⽀援協議会）は、平成 19 年度に設⽴され、⾏・障がい者の当事者及

び団体・家族会・施設及び地域団体等約 120 団体でଡ成されており、障がいがあってもなくてもථら

しやすい⻄区を⽬指して活動しています。 

 児童ネットワークは、とくに障がい児に関して話し合うネットワークとして、活動しています。 

 はढळعफ़イドブॵク  



こんなとऌどअघる？ 
 

⼦どもは⼗⼈⼗⾊。みんなそれぞれ違った個性を持っています。 

でも、お⺟さんとしては、⼦育てのなかで「こんなときはどうしたらいいのか…」と不安になることが

あるかもしれません。そんな時は⼀⼈で思い悩まずに、⾝近な相談窓⼝に気軽に相談してみましょう。 

 

 
１ 発達、ਞになることऋँり、相談しञい11ع１ۅڀ                   ؛（1�相談・療育）参ස     

   

２ どもに療育や訓練॑受ऐऔせञい11ع１ۅڀ             ؛（1�相談・療育）参ස 

 参ස（2�児童発達⽀援）13ع12ۅڀ

 

３ 放課後等にども॑みてऎोるとこौ॑ർしञい؛ 

 参ස（2�児童発達⽀援 放課後等デイサービス）13ع12ۅڀ   

 参ස（中⼀時⽀援（⽇帰りショートステイ）等⽇�3）�1ع15ۅڀ       

   

４ 保護者ऋ୰ਞや་ฬབྷມ等の時に、ども॑ৄてऎोるとこौ॑ർしている؛ 

 参ස（中⼀時⽀援（⽇帰りショートステイ）等⽇�3）�1ع15ۅڀ

 

５ 学のফೡになるऋ、どんな学校ऋँるのかੴりञい22ع�1ۅڀ    ؛（4�学校・児童ை）参ස 

 

６ 主ञるു育者ऋ⼊院घることになढて、୦⽇かു育ऋになढञ؛ 

 参ස（5�短期⼊所事業所）24ع23ۅڀ           

 

７ どもに会体ୡ（やฉୱ地等に৴ोて⾏ढてやりञい）॑औせञいऋ、ではなかなか実ਠで

ऌない؛ 

 参ස（��居宅介護・移動⽀援等）28ع25ۅڀ         

�）34ع332ڀ�その他）参ස 

 

８  どものു育ऋしऎなढञ؛施設に⼊所औせञい2ۅڀ        ؛�（��⼊所施設）参ස 

 

９  障害福祉サービスढてどんなものऋँるのかੴりञい؛ 

 参ස（8�障害福祉サービス制度）31ع�3ۅڀ 

 



 

１．相談・療育 
 
 
｜相談窓⼝ 
 

⻄区保健福祉部こども家庭⽀援課こども保健係 

神⼾市⻄区⽟津町⼩⼭180-3 

TEL 078-929-0001（内線 342・343・353）  FAX 078-929-0056 

85L KWWS:��www.FLW\.NoEe.OJ.MS�wDrG�NX\DNXsKo�QLsKL�osKLrDse�QLsKLNX�NosoGDWe� 

⼦どもさんのことで気になることがあったら、まずこちらの保健పにご相談ください。 

新⽣児訪問等、各健൧の相談を⾏っています。 

■発達障がい児等௧相談ػ場所：区役所 

ಏ෫⼼理が個別相談に応じています。 

■要フज़ロー児教室ػにこにこサークルػ場所：地域医療ホール（⻄神中央） 

⺟⼦で加していただく教室です。保健ప、保育等が⼦どもたちに関わります。 

※１歳６か⽉児健൧で発達の気になるお⼦さんの保護者に保健పから案内しています。 

85L KWWS:��www.FLW\.NoEe.OJ.MS�OLIe�FoPPXQLW\�KDQGLFDS�soXGDQ�WoS.KWPO 

 

神⼾市こども家庭センター 

神⼾市中央区東川町1-3-1 

TEL 078-382-2525  FAX 078-382-1902 

85L KWWS:��www.FLW\.NoEe.OJ.MS�FKLOG�Jrow�FeQWer� 

療育⼿帳や施設⼊所についての判定を⾏います。 

また、⼦どもの々な問について相談に応じます。乳幼児⼦教室実施。 

 

神⼾市総合療育センター 

神⼾市⻑⽥区丸⼭町2-3-50 3階 

TEL 078-646-5291  FAX 078-646-5289 

85L KWWS:��www.NoEeNNo.or.MS�r\oXLNXsKLGoX  

■神⼾市⻄部療育センター 

神⼾市垂⽔区⾼丸8丁⽬11-14 

TEL 078-708-0572   FAX 078-708-0576 

⼦どもの障がいに関する相談・൧・訓練・療育（グループ療育、くすのき学園、あじさい学園、 

のばら学園、ひばり学園、あけऻの学園、リハビリテーション）を⾏います。医療機関のため、健೨保

険証が必要です。約要。 



神⼾市教育委員会特別⽀援教育課教育相談室 

神⼾市中央区北⻑狭通4-9-5 元町北会館内 

TEL 078-321-6866  FAX 078-321-6866 

障がいのある⼦どもについての電話及び⾯接相談（進路相談も含む） 

相談の申込みは⽉〜⾦ 9:00〜17:00 

 

神⼾市障害者地域ে活⽀援センター｜⻄区内 

センターでは、障がい児やその家族等から、⽇常⽣活での困りごと等々な相談を    

受けています。（各種福祉サービスや制度、福祉ৱ౺の情報提供、関બ機関との৴൪৹整等） 

85L KWWS:��www.FLW\.NoEe.OJ.MS�OLIe�FoPPXQLW\�KDQGLFDS�soXGDQ�WKLLNLseLNDWX.KWPO 

 

■にし障害者地域⽣活⽀援センター 

  神⼾市⻄区᳦台5-6-1⻄区ড়センタービル5階 

  TEL 078-996-9820 FAX 078-996-9821 

  ⽉〜⾦ 9:00〜19:00    ⼟⽇໑  9:00〜17:00 

85L KWWS:��www.NDJD\DNL-NoEe.MS�IXNXsKLMLJ\oX�QLsKLNX�QLsKLFeQWer�QLsKLFeQWer.KWPO 

 

■たまつあけऻの障害者地域⽣活⽀援センター 

神⼾市⻄区曙町1070総合リハビリテーションセンター  

地域ケア・リハビリテーション⽀援センター内 

TEL 078-927-4171 FAX 078-927-4172 

⽉〜⾦ 9:00〜19:00  ⼟⽇໑  休 

85L KWWS:��www.FLW\.NoEe.OJ.MS�OLIe�FoPPXQLW\�KDQGLFDS�s\DNDLNDWGXGoX�EDrrLerIree�sLseWX

�02026.KWPO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

｜⼿帳とは… 
 

⼿帳は、障がい児（者）が福祉的なサービスを受けることにより、ථらしやすくなるようにઐહされ

るものです。（P6〜７ස）申請やઐહの窓⼝は区役所１階あんしんすこやかબ（障害担当）⼜は⻄神

中央出所保健福祉サービス窓⼝です。 

 

 

 区役所１階ँんしんघこやか係 障害担当 （以下「障害担当」と記ൗ）ٹ

神⼾市⻄区⽟津町⼩⼭字川ഈ180-3 

TEL 078-929-0001 FAX 078-929-1690 

 

 神中央出所 保健福祉サービス窓⼝ （以下「⻄神中央サービス窓⼝」と記ൗ）⻄ٹ

 神⼾市⻄区᳦台5-6-1 ⻄区ড়センター5階 

TEL 078-990-0201 

 

 

■⾝体障害者⼿帳 

指定医より、肢体不⾃由・聴覚・平ཀྵ機能・視覚・ఠଢ・⾔語・そしूく・内部（⼼ටళลஓ、Ⴒ

ට、ຩට、直Ⴏᶾᶪ機能など）障害にჾ当する、という൧断書をもって申請できます。障害者更⽣相

談所により障害の程度はੳ定され、１級から６級に分かれています。 

ૡ⼊された⽅もそのまま⾝体障害者⼿帳をご利⽤いただけますが、ૡ⼊ඍが必要になります。 

 

 

■療育⼿帳 

知的障害（幼児の場合は「精神発達」といわれることがあります）の程度により、Ａ（重度）

と分かれています。⼿帳ઐહのための判定は18歳未の児童はِこども家（軽度）2ڷ、（中度）1ڷ

൦センター（児童相談所）ّ、18歳以上になるとِ障害者更⽣相談所ّで受けることになっており、 

2〜3年ごとにગ判定があります。 

  市外からૡ⼊された⽅は、これまでの⼿帳がઞえませんので、あらためて神⼾市の療育⼿帳を申請

していただくことになります。市内の他区からૡ⼊された⽅は、神⼾市の療育⼿帳のૡ⼊ඍをおൢい

します。 

 

 

 

 



｜受給者証とは 
 

放課後等デイサービス・児童発達⽀援・短期⼊所（ショートステイ）・居宅介護（ホームヘルプ）・移

動⽀援（ガイドヘルプ）等の福祉サービスを利⽤する場合に必要なものです。申請窓⼝は、区役所１階

「障害担当」です。ただし、放課後等デイサービスの更新申請に限って「⻄神中央サービス窓⼝」もご

利⽤いただけます。 

これらのサービスをご利⽤いただくためには、「計画相談⽀援」によるサービス等利⽤計画の作成（ま

たは⾒直し）が必要となります。（移動⽀援のみを利⽤する⽅を除きます） 

また⽀給決定にあたっては、児童の障害の種類・程度や⼼⾝の状況をはじめ、介護を⾏う者の状況、

保健医療サービスや福祉サービスの利⽤状況、所得等の状況、サービス提供体制の整備状況等を勘案す

ることとされています。 

受給者証を受け取ったら、事業所に受給者証を提⽰して、契約を締結してください。 

 

 

｜ੑ相談⽀援とは 
 

障害福祉サービスを利⽤する⽅（移動⽀援のみを利⽤する⽅を除きます）を対象として作成する「障

害児（者）の⽣活を総合的に⽀援する計画（トータルプラン）」です。ニーズに基तいた本⼈中⼼の⽀援

が受けられ、サービス提供事業者のॳーム・アプローॳによりସの⾼いサービス提供ができるといった

ওリットがあり、サービスの⽀給決定のஉುとなるものです。 

事業者（指定特定相談⽀援事業所）の相談⽀援௧員に作成をൂする場合と、相談⽀援௧員以外

（ご⾃⾝やご家族、⽀援者等）がセルフプランを作成する場合があります。 

ඍ出窓⼝は、区役所１階「障害担当」です。放課後等デイサービスの更新申請にൣう計画相談⽀援に

限って「⻄神中央サービス窓⼝」もご利⽤いただけます。 

 

 

 

 区役所１階ँんしんघこやか係 障害担当ٹ

神⼾市⻄区⽟津町⼩⼭字川ഈ180-3 

TEL 078-929-0001 FAX 078-929-1690 

 
 ⼝神中央出所 保健福祉サービス窓⻄ٹ

  神⼾市⻄区᳦台5-6-1 ⻄区ড়センター5階 

TEL 078-990-0201 

 



5 

 



｜⼿当や割引など                   要⼿帳  
 

⼿当や減免やいろいろな割引があります。 

対象になる条件や必要書類、⼿続き⽅法など詳しくはお問い合わせ先へお尋ねください。 

 

ઘসのඊ 

  対象となる⾝体障害者⼿帳・療育⼿帳の等級は障がい種別によって異なります。 

  ご⾃⾝が対象になるかどうかは、各お問い合わせ先へお尋ねください。 

 

 所੭ઘ・相ਢઘについてٹ

明⽯ઘਜ౧ 明⽯市⽥町1-12-1 

  TEL 078-921-2261 

 કড়ઘ・⾃動⾞ઘ（ೄ⾃動⾞）についてٹ

  ⾏ଃଂ⻄市ઘ事ਜ所 神⼾市⻄区⽟津町⼩⼭字川ഈ180-3 ⻄区役所 ２階 

 TEL 078-929-0001  

 動⾞ઘ（ೄ⾃動⾞॑ऎ）について⾃ٹ

⻄神⼾県ઘ事ਜ所 神⼾市⻑⽥区ෂૈ町 3 丁⽬ 2 番 5 号 

 TEL 078-737-2047 

 

特別児童ჰു⼿当など｜区役所１階「障害担当」 

 新ૠ申請などは、区役所１階「障害担当」にご相談ください。 

※年の「所得状況ඍ」は、「障害担当」⼜は「⻄神中央サービス窓⼝」にご提出いただけます。 

 

割引など｜区役所１階「障害担当」⼜は「⻄神中央サービス窓⼝」 

  ઃの３つの制度については、区役所１階「障害担当」⼜は「⻄神中央サービス窓⼝」で申請できます。 

 

 市য়⾞ৃ    ＜本⼈ઈૡ＞ ・⾝体障害者⼿帳１〜４級ٹ

＜介護者ઈૡ＞・⾝体障害者⼿帳１種 

           ・療育⼿帳Ａ判定 

           ・精神障害者保健福祉⼿帳１級 

 

 、થ料ଡ଼通⾏料  重度（１種のみ）の⾝体障がい児または重度（Aのみ）の知的障がい児がଭ⾞しٹ

その介護者がઈૡする場合に割引きあり（ET&も利⽤૭） 

 

  K受ਦ料ඊ  世ఝに⼿帳所持者がおり、世ఝ৸員が市ড়ઘ⾮課ઘの場合は৸પ免除+1ٹ



 

福祉乗⾞証｜区役所１階「障害担当」⼜は「⻄神中央サービス窓⼝」 

バス・市営地下ள・ポートライナー・౽ൖライナーなどに૮મでଭれるଭ⾞証です。 

⼩学⽣以下の⽅は、気ढ़ードをご利⽤いたただきますので、年４⽉にઐఌ⼿続きが必要です。 

中学⽣以上の⽅は、ڸھढ़ードとなります。 

 ① ⾝体障害児：⾝体障害者⼿帳１級〜４級 

   ⾝体障害者⼿帳１種：本⼈⽤ٔહ者⽤ 

   ⾝体障害者⼿帳２種：本⼈⽤のみ 

 ② 知的障害児：療育⼿帳⼜はこども家൦センターの発⾏する判定書 

   本⼈⽤ٔહ者⽤ 

  ※ 特別⽀援学級の在籍証明書では、申請できません。 

 

タクシー利⽤ஃਛ｜区役所１階「障害担当」⼜は「⻄神中央サービス窓⼝」 

⾝体障がい（⾝体障害⼿帳の内容が視覚・下肢・体ୌ・移動機能・内部障害で１・２級の場合）と 

知的障がい（療育⼿帳A判定）の⽅は神⼾市発⾏のタクシーॳケット（１ූ500）を利⽤出来ます。 

なお、福祉ଭ⾞証のઐહを受けるとタクシーॳケットはઐહされません。いずれかを৭んでઐહを受

けてください。※１回の利⽤ූ数には制限があります。 

 

ଓಎ・⽇ଞে活⽤｜区役所１階「障害担当」 

⼿帳の内容により、対象となる福祉ஓが異なります。世ఝのਈ多ವઘ者のವઘપによって利⽤者 

担の上限が異なり、また助成を受けられないことがあります。 

⽇常⽣活⽤（住宅ఊ助成を除く）については、⻄神中央サービス窓⼝でも申請できます。 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 区役所１階ँんしんघこやか係 障害担当ٹ

神⼾市⻄区⽟津町⼩⼭字川ഈ180-3 

TEL 078-929-0001 FAX 078-929-1690 

 ⼝神中央出所 保健福祉サービス窓⻄ٹ

 神⼾市⻄区᳦台5-6-1 ⻄区ড়センター5階 

TEL 078-990-0201 

｜⽿より情報｜その１ 

タクシーଭ⾞の際に⼿帳を提⽰すれば、10٫割引が適⽤されます。また、上記以外の公共ઐ通

機関、画やサッढ़ーのॳケット、⽔族館、86-⼊場ଊなど、⼿帳の提⽰で割引きが受けられる

ものがあります。他にもさまकまな施設で割引があるので、利⽤前に৹सてみるとଐいですね。 



｜当事者・保護者団体について 
 

■⼀ಹ団১য 神⼾市⼿॑つなए育ਛ会  

   ೣ和32年に結成された知的障害者（児）をもつの会です。本⼈たちの教育や福祉の向上をൢって

々なઈ動をன開してまいりましたが、近年は、放課後等デイサービスや短期⼊所等、障害福祉サー

ビス事業もன開しております。 

  神⼾市⻑⽥区౪通4-205-2 育成会会館１階 

TEL 078-515-5242  FAX 078-515-5244 

 

■⾃൷ඪ児・者の保護者会 

神⼾市⾃൷ඪ協会 

神⼾市⻄区北別府5丁⽬9-8 久保 明 ⽅ 

TEL・FAX 078-975-3601 

 

 ௗಛ/Dの会「ञつの」ٹ

   「たつの⼦」はL'及びA'H'・アスペルガーඪණ・⾼機能⾃൷ඪ・ઁሑ性発達障害・軽度知的 

障害など発達障害児（者）のの会です。 

Eওール：WDWXQoNo#sDQ\QeW.Qe.MS 

 

 ಹ団১য ⽇ম⾃൷ඪੈ会 ௗಛ⽀部ৈਃચブটॵク⼀ٹ

  ௗಛৈਃચઁሑਙ発達障害児・者・の会 ピュ॔コスঔ 

Eওール：SXreFosPo#MWWN.]DT.Qe.MS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

｜その他 
 

｜無料｜ 

神⼾市総合児童センター｜感覚運動指導 

  神⼾市中央区東川町 1 丁⽬ 3-1 

  TEL 078-382-1300  FAX 078-351-0684  対象：概ね 3 ྜ〜10 ྜ 

※加ൌの⽅はこども家൦センター（TEL 078-382-2525）へご相談下さい。 

 

神⼾市⼼ମ障害福祉センター｜ଳৡ障害児ে活訓練 

  神⼾市兵庫区⽔⽊通 2-1-10 

TEL 078-577-6505  FAX 078-577-6211  対象：就学前まで  

 

神⼾市総合療育センター｜リঁビリ、⾃൷ඪ児⾃য়⽀援、グループ療育 

  神⼾市⻑⽥区丸⼭町 2 丁⽬ 3 番 50 号 

TEL 078-646-5291  FAX 078-646-5289 

 

神⼾市⻄部療育センター｜リঁビリ、⾃൷ඪ児⾃য়⽀援、グループ療育 

 神⼾市垂⽔区⾼丸 8 丁⽬ 11-14 

 TEL 078-708-0572 

 

ಟとの相談室｜相談 

  明⽯市⼤久保町⼭⼿台 2 丁⽬ 102  TEL 078-936-5110  1 回 90 分 

 

｜થ料｜ 

 ১যこども発達サএートセンター｜ୁ発達相談ۄۅۃ

明⽯市 3 丁⽬サンハイツ 2-106   

TEL 078-945-5203   FAX 078-945-5204 

 

ਁஇଃ団১যऱॆअओどもと家庭福祉ଃ団 

  ല覚ୁ療১、理学療১、業療১、感覚ଁ合療১、ーブওントセラピー等 

  神⼾市中央区中⼭⼿通 5-1-1 

   TEL 078-382-0294  FAX 078-371-0966  （年会費、在籍費、訓練費等） 

 

神⼾ڶڸۂێ｜サএートプটグラ 

事ਜଂ：⻄宮市神௫町 5-23 

TEL 0798-35-5987  対象：学ಆにつまずきのある⼦ども（幼児〜⾼校⽣） 



神⼾学院⼤学⼼理臨床カウンセリングセンター｜相談、プレイセラピー 

  神⼾市⻄区伊川⾕町有瀬 518 

TEL 078-974-4791  FAX 078-974-4723  1 回 50 分 

 

神⼾学院⼤学⼼理相談室｜相談、プレイセラピー 

  ⻄宮市岡⽥⼭ 4-1  TEL 0798-51-8554 

 

ঢ়⻄学院 どもセンター 発達⽀援事業｜൧療、相談、ਫ਼ਪ、プレイセॵション 

⻄宮市岡⽥⼭ 7-54                     

TEL 0798-52-4371  FAX 0798-52-4372（要事前約） 

 

૱ಛਆ⼤学発達臨床⼼理学ଢ଼所 総合⼼理相談室｜相談、プレイセラピー 

  ⻄宮市池開町 6-46  TEL 0798-56-8090 

 

ൖવ⼤学⼼理臨床カウンセリングルー｜相談、プレイセラピー 

  神⼾市東灘区岡本 8-9-1  TEL 078-453-6183 

 

ൖવ⼤学⼼理相談ଢ଼センター 

  神⼾市東灘区森北町 6-2-23  TEL 078-431-0477 

 

神⼾ૈၤ学院⼤学神⼾ૈၤここौのケ॔・センター｜相談、プレイセラピー 

  神⼾市灘区原ྨ⺟野⼭町 1-2-1  TEL 078-882-877 

 

神⼾⼤学⼤学院য発達୭学ଢ଼ఐ ⼼理教育相談室｜ 

カウンセリング、プレイセラピー 

  神⼾市灘区ๅൖ 3-11  TEL 078-803-7943（内線:7943） 

 

ௗಛ教育⼤学神⼾ঁーংーランドय़কンパス臨床⼼理相談室｜相談、⼼理療১ 

神⼾市中央区東川町 1-5-7  TEL 078-361-5025 

 

神⼾ਮ⼤学⼼理・教育相談室｜発達相談、プレイセラピー、カウンセリング 

  神⼾市北区൝ူ台北町 7-13-1  TEL 078-591-1568 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

プレイセラピーとは… 

 

「ฉᇭ療法」とも⾔われ、⼦どもを対象とした⼼理療法（ढ़ウンセリング）の⼀つです。⾃分の

気持ちを⾔୴で現する能⼒が⼗分育っていない⼦どもにとって、ฉびは⼤⼈の⾔語に代わる役割

をટたし、⼦どもはฉびを通して⾃分の気持ちを現していきます。 

プレイセラআーでは、ฉびをコミগニケーションのᄘ介に⽤いるとともに、こころの象ඉ的なあ

らわれとして理ੰしていきます。⼦どもは療者との安⼼できる関બ性の中で、ฉびを通してここ

ろを現していくなかで、⾃らの問に取りੌみ、ଭり௭えていきます。 

プレイセラআーでは、このように、⼦どもの持つ本来の⼒が発ม・成⻑できるようになることを

⽬指します。 

（ハートクリニックۅڽから） 

 

ーブওントとは… 

 

ムーブওント教育ҩ療法は、⼦ども（対象者）の⾃主性、⾃発性を๑重し、⼦ども⾃⾝が動くことを学

び、動きを通して「からだ（動くこと）」と「あたま（考えること）」と「こころ（じること）」の৹和

のとれた発達を援助します。  

（ムーブওント教育・療法協会より） 

 

 

 



2．児童発達⽀援・放課後等 
デイサービス⽀援事業所 

 
⽇常⽣活の基本動作指導、集団⽣活への適応訓練、療育活動等を⾏っています。定員等は各事業所によっ

て異なります。①児童発達⽀援(未就学児対象）と②放課後等デイサービス（就学児対象）があります。 

※送迎につきましては、各事業所にお問い合わせください。 

 事業所名 住 所 電 話 

ＦＡＸ 
① ② バーコード 

リーダー 

１ 
児童発達⽀援事業所 

あのね 
⻄区神出町南619番地 

078-965-2397 

078-965-2393 
○ ― 

 

２ 
おおぞらのいえ 

児童発達⽀援事業所 
⻄区曙町1070 

078-927-2727 

（内線2760） 

078-925-9253 

○ ― 

 

３ 
児童デイサービス 

いっぽいっぽ 
⻄区⽟津町⽥中597-1 

078-928-6720 

078-928-6730 
○ ― 

 

４ 
放課後デイサービス 

いっぽいっぽ 
⻄区丸塚1丁⽬26-6 

078-925-1700 

078-925-1701 
― ○ 

 

５ パートナー・ユウ 
⻄区南別府1丁⽬1-1 

サンシャビル202号室 

078-978-0701 

078-978-0702 
― ○ 

 

６ 
放課後等デイサービス

ひまわり 
⻄区王塚台1丁⽬145-2 

078-924-4668 

同上 
― ○ 

 

7 
リハ・リハ キッズ 

Powers 
⻄区前開南町１丁⽬12-11 

078-974-2255 

078-974-2256 
○ ○ 

 

8 
放課後等デイサービス

ふらっぷ 王塚台校 
⻄区王塚台１丁⽬24-1 

078-921-5105 

078-921-5106 
― ○ 

 

9 
放課後等デイサービス

ふらっぷ 有瀬校 
⻄区伊川⾕町有瀬1253-1 

078-915-8612 

078-915-8613 
― ○ 

 

要受給者証 



 

                                           

※神⼾市の他区事業所や明⽯市、三⽊市等の他市事業所も利⽤できます。  

 事業所名 住 所 
電 話 

ＦＡＸ 
① ② 

バーコード 

リーダー 

10 
放課後等デイサービス

ステッॳ 
⻄区狩場台４丁⽬21-11 

078-990-1230 

078-990-1231 
― ○ 

 

11 

ステップ 

⻄神ड़リग़ンタルホテ

ル教室 

⻄区᳦台5丁⽬6-3-５F  

神⼾⻄神ड़リग़ンタルホテル

内 

078-992-9811 

078-990-9812 
○ ○ 

 

12 
伊川⾕児童デイサービ

ス わだち 

⻄区南別府1丁⽬21-1 

セ॰ン伊川⾕A༠４F 

078-975-7310 

078-975-7311 
 ګ ―

 

13 
放課後等デイサービス 

ポআー伊川⾕ 
⻄区北別府1丁⽬3-3-205 

078-995-5226 

同上 
 ګ ―

 

14 
⼤久保発達放課後セン

ター 
⻄区⼤1丁⽬3-1 

078-967-6575 

同上 
 ګ ―

 

15 
伊川⾕ఠ௫ൡ児童デイ

サービス 

⻄区伊川⾕町有瀬14-21 

プリマベーラ伊川⾕105 

078-945-6350 

078-945-6464 
 ګ ―

 

16 
児童デイサービス  

ฉ 伊川⾕事業所 

⻄区北別府5丁⽬24番2号 

൞౭ビル202号室 

078-976-6777 

078-976-6778 
 ― ګ ―

17 
すこやかキッズランド 

神⼾⻄ 

⻄区池上4丁⽬13番地11 

6KoS 20 

078-974-8900 

078-974-8901 
 ― ― ګ

18 
放課後等デイサービス 

シリウス神⼾ 

⻄区池上4丁⽬7-4 

グリーンハイツ１F中 

078-995-8513 

078-995-8516 
 ګ ―

 

19 
放課後等デイサービス 

ग़ンジェル 

⻄区⼩⼭３丁⽬７ٕ１ 

ポーセリアン1号室 

078-924-0555 

078-924-0575 
 ― ګ ―

20 
児童デイサービス 

みらい 

⻄区⽟津町⾼津ଶ 

690番地の３ 

078-915-8603 

078-915-8640 
 ګ ―

21 
神⼾市⽴ 

のばら学園 
垂⽔区⼤町5丁⽬４-25 

078-708-0575 

078-708-0576 
○ ― 

 



 
 
 
 
 
 

｜⽿より情報｜その２ 

神⼾市内の事業所情報や保健・福祉サービスの概要については神⼾市ホームページより⾒ることが

できます。また、「⻄区⼦育てマップ」は、⻄区ホームページから⾒ることができます。 

「障害者福祉のँैまし」 

 神⼾市のホームページ  より 

  障害者福祉サービス等事業者・障害者福祉施設など⼀༮  

                    障害者福祉のあらまし  

「⻄区育てまढश」 

  ⻄区のホームページ  より   ⼦育て⽀援情報  

                  ⼦育て関৴施設  



 

３．⽇中⼀時⽀援（⽇帰りショートステイ）等 
                                                    
 

保護者のႈ病や་ฬབྷມ時の⼀時的ニーズに対応するため、施設等で障がい児に活動の場を提供します。 

 

|１ 相談ਃঢ় 

 

 
事業所名 住 所 

電 話 

ＦＡＸ 

バーコード 

リーダー 

１ 

神⼾市⻄区役所 

あんしんすこやかબ 

障害担当 

神⼾市⻄区⽟津町⼩⼭字川ഈ 

180-3 

078-929-0001 

078-929-1690 
 

２ 
神⼾市 

こども家൦センター 
神⼾市中央区東川町1-3-1 

078-382-2525 

078-382-1902 
 

３ 
にし障害者地域⽣活⽀援

センター 

神⼾市⻄区᳦台5-6-1    

⻄区ড়センタービル5階 

078-996-9820 

078-996-9821 
 

４ 

たまつあけऻの 

障害者地域⽣活⽀援 

センター 

神⼾市⻄区曙町1070 

総合リハビリテーションセンター 

地域ケア・リハビリテーション⽀援センター内 

078-927-4171 

078-927-4172 
 

５ 
各⽇中⼀時⽀援 

実施施設 
下ჷස ― ― 

 

|２ 実施施設｜ੴ障害児 

 事業所名 住 所 
電 話 

ＦＡＸ 

バーコード 

リーダー 

１ おかば学園 
神⼾市北区有野中町 

2-5-19 

078-981-7271 

078-981-0825 
 

２ 上野丘学園 神⼾市北区ཤఖ町東畑75 
078-958-0252 

078-958-0251 
 

３ さわらび学園 神⼾市⻄区神出町南619 
078-965-2387 

078-965-2393 
 

要⼿帳・要受給者証 



|３ 実施施設｜肢体不⾃由児 

 事業所名 住 所 
電 話 

ＦＡＸ 

バーコード 

リーダー 

１ おおぞらのいえ 神⼾市⻄区曙町1070 

078-927-2727 

（内線2751） 

078-925-9253  

２ はばたきの丘 三⽊市志染町⻘⼭1丁⽬25 
0794-68-9005 

0794-68-9006 
 

 

 

|４ その他   

昼間⼀時保護 

་ฬབྷມ、ႈ病などの理由で障がい児を⼀時的に介護できない場合に保護します。 

 

申込み・問い合わせػ 

⻄部在宅障害者福祉センター 神⼾市垂⽔区本多ୂ 7-2-3 

TEL 078-787-5715  FAX 078-786-0205 

1 回 500 ٔ⾷費等実費 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

４．学校・放課後児童クラブ 
 

特別な⽀援が必要な⼦どものための学校があります。保育相談部、幼ည部、⼩学部、中学部、⾼等部があ

ります。 

神⼾市教育委員会特別⽀援教育課       TEL 078-322-5788 

 特別⽀援教育にબる学校教育৸ಹについての相談 

神⼾市教育委員会特別⽀援教育課教育相談室  TEL 078-321-6866 

 障がいのある⼦どもについての電話及び⾯接相談（進路相談も含む） 

 

※ड़ープンスクールで学校⾒学ができます。 

学校や同じ学校でも学部によって開催⽇が違うことがあります。直接問い合わせるか、教育員会に

問い合わせてください。 

※下記の各学校には、ホームページがあります。 

|１ 特別⽀援学校 

種 別 学 校 名 住 所・電 話 

視 覚 

神⼾市⽴盲学校 

幼・⼩・中・⾼ 

神⼾市中央区東川町1-4-2 

TEL 078-360-1133 FAX 078-360-1136 

兵庫県⽴視覚特別⽀援学校 

幼・⼩・中・⾼ 

神⼾市垂⽔区ଗが⼭4-2-1 

TEL 078-751-3291 FAX 078-751-3254 

聴 覚 

兵庫県⽴神⼾聴覚特別⽀援学校 

保・幼・⼩・中・⾼ 

神⼾市垂⽔区福⽥1-3-1 

TEL 078-709-9301 FAX 078-709-0371 

兵庫県⽴こばと聴覚特別⽀援学校 

保・幼 

⻄宮市⽥近野町8-8 

TEL 0798-53-5061 FAX 0798-53-5062 

兵庫県⽴路聴覚特別⽀援学校 

保・幼・⼩・中・⾼ 

路市本町68-46 

TEL 079-284-0331 FAX 079-222-5237 

兵庫県⽴௹岡聴覚特別⽀援学校 

幼・⼩・中 

௹岡市三௳町2-9 

TEL 0796-22-2114 FAX 0796-24-5216 

聴 知 
兵庫県⽴あわじ特別⽀援学校 

幼・⼩・中・⾼ 

࿚本市上部2丁⽬1-17 

TEL 0799-22-1766 FAX 0799-25-2288 

 

肢体不⾃由 

 

兵庫県⽴のじぎく特別⽀援学校 

⼩・中・⾼ 

神⼾市⻄区北⼭台2-566-134 

TEL 078-994-0196 FAX 078-994-0197 

兵庫県⽴のじぎく特別⽀援学校 

おおぞら分教室 幼・⼩・中 

神⼾市⻄区曙町1070 

TEL 078-926-1811 FAX 078-926-1833 

兵庫県⽴のじぎく特別⽀援学校 

わかあॅ分教室 ⼩・中 

加東市下ท野1283-1 

TEL 0795-48-5425  FAX 0795-48-5435 



種 別 学 校 名 住 所・電 話 

肢体不⾃由 

神⼾市⽴垂⽔養護学校 

幼・⼩・中・⾼ 

神⼾市垂⽔区旭が丘2-1-15 

TEL 078-709-7555 FAX 078-709-7582 

兵庫県⽴播磨特別⽀援学校 

⾼のみ 知肢併置 
たつの市揖⻄町中垣内⼄135 

TEL 0791-66-0091 FAX 0791-66-0092 

兵庫県⽴和⽥⼭特別⽀援学校 

⼩・中・⾼ 知肢併置 

朝来市和⽥⼭町⽵⽥1987-1 

TEL 079-674-0214 FAX 079-674-0279 

在宅肢体不⾃由児訪問教育 

学籍：神⼾市⽴垂⽔養護学校 

⼩・中・⾼ 

（みどり学級） 

神⼾市中央区北⻑狭通4-9-5（元町北会館内） 

TEL 078-512-1025 FAX 078-391-4551 

（にこにこ学級） 

神⼾市北区⼭⽥町下⾕上⾕中⼀⾥⼭14-1 

（しあわせの村・にこにこハウス医療福祉セン

ター内） 

病 知 
兵庫県⽴上野ケ原特別⽀援学校 

⼩・中・⾼ 

三⽥市⼤原梅の⽊1546-6 

TEL 079-563-3434 FAX 079-563-5379 

病 
在宅病虚弱児訪問教育 

（わらび学級）⼩・中・⾼ 
神⼾市兵庫区夢野町1丁⽬1 

TEL 078-576-6120 

知肢病 
神⼾市⽴友⽣⽀援学校 

幼・⼩・中・⾼ 

神⼾市兵庫区夢野町1-1 

TEL 078-576-6120 FAX 078-576-6061 

知 的 

兵庫県⽴いなみ野特別⽀援学校 

⼩・中・⾼ 
加古郡稲美町国安1284-1 

TEL 079-492-6161 FAX 079-492-6161 

兵庫県⽴阪神昆陽特別⽀援学校 

⾼のみ 

伊丹市池尻7丁⽬108番地 

TEL 072-773-5135 FAX 072-777-1877 

兵庫県⽴⾼等特別⽀援学校 

⾼のみ 

三⽥市⼤原梅ノ⽊1546-6 

TEL 079-563-0689 FAX 079-563-5632 

神⼾市⽴⻘陽東養護学校 

⼩・中・⾼ 

神⼾市灘区岩屋北町6丁⽬1-1 

TEL 078-871-1800 FAX 078-871-1950 

神⼾市⽴⻘陽⻄養護学校 

⼩・中・⾼ 

神⼾市垂⽔区狩⼝台3丁⽬1-3 

TEL 078-781-1543 FAX 078-781-1544 

神⼾市⽴⻘陽須磨⽀援学校  

⼩・中・⾼ 

（神出中、押部⾕中、桜ヶ丘中校区 

を除く） 

神⼾市須磨区⻄落合1丁⽬1番4号 

TEL 078-793-1006 FAX 078-793-1007 



 

種 別 学 校 名 住 所・電 話 

知 的 
神⼾⼤学附属特別⽀援学校 

⼩・中・⾼ 

明⽯市⼤久保町⼤窪2752-4 

TEL 078-936-5683  FAX 078-936-7114 

知 肢 

兵庫県⽴のじぎく特別⽀援学校 

⼩・中・⾼ 

神⼾市⻄区北⼭台2-566-134 

TEL 078-994-0196  FAX 078-994-0197 

兵庫県⽴播磨特別⽀援学校  

⾼のみ 

たつの市揖⻄町中垣内⼄135 

TEL 0791-66-0091 FAX 0791-66-0092 

神⼾市⽴⻘陽須磨⽀援学校  

⼩・中・⾼ 

（神出中、押部⾕中、桜ヶ丘中校区

を除く） 

神⼾市須磨区⻄落合1丁⽬1番4号 

TEL 078-793-1006 FAX 078-793-1007 

兵庫県⽴神⼾特別⽀援学校 

⼩・中・⾼ 

神⼾市北区⼤脇台10-1 

TEL 078-592-6767  FAX 078-592-6768 

兵庫県⽴和⽥⼭特別⽀援学校 

⼩・中・⾼ 

朝来市和⽥⼭町⽵⽥1987-1 

TEL 079-674-0214  FAX 078-674-0279 

神⼾市⽴友⽣⽀援学校 住吉分室 

⼩・中・⾼ 

神⼾市東灘区住吉東町4丁⽬1-58 

TEL 078-851-0630   

 

|２ 特別⽀援学級 

 特別⽀援学級（知的障害、⾃൷ඪ・情ค障害、肢体不⾃由）؝1

   市⽴⼩・中学校に児童⽣െの障がい等の状況に応じて、知的障害、⾃൷ඪ・情ค障害、肢体不⾃由の

学級を設置しています。 

 難聴学級؝2

   聴覚に障がいのある児童⽣െのために、⼩・中学校各１校に難聴学級を設置しています。 

種 別 学 校 名 住 所・電 話 

難聴学級 
๙川多ୂ⼩学校 神⼾市中央区楠町 4-2-4 TEL 078-341-7124 

๙ᵷ楠中学校 神⼾市中央区楠町 4-2-5 TEL 078-351-2152 

 

 病弱学級؝3

   ⼊院療中で主医のಅ૭のある児童⽣െのために、院内学級を設置しています。 

種 別 学 級 名 住 所・電 話 

病弱学級 
つくし学級・あじさい学級 

⼩・中 

神⼾市中央区港ਣ南町 2-1-1 

（市⽴中央市ড়病院内） 

TEL 078-302-4321（内線 5745） 



種 別 学 級 名 住 所・電 話 

病弱学級 

なのはな学級・ひまわり学級 
⼩・中 

神⼾市中央区楠町 7-5 
（神⼾⼤学医学部附属病院内） 
TEL 078-382-5111（内線 3676） 

兵庫県⽴上野ケ原特別⽀援学校 
ひかりの森分教室  
※児童思春期センター⼊院患者 
（⼩・中学⽣）対象 

神⼾市北区⼭⽥町上⾕上字登り尾3 
（兵庫県⽴光⾵病院内） 
TEL 078-581-8620 

兵庫県⽴上野ケ原特別⽀援学校 
総合リハビリテーションセンター
訪問学級 
※⼦どもの睡眠と発達医療センタ
ー⼊院患者（⼩・中学⽣）対象 

神⼾市⻄区曙町1070 
（兵庫県⽴総合リハビリテーションセンター 

リハビリテーション中央病院内） 

 

|３ 通級指導教室 

  ⼩・中学校の通常の学級及び幼ည園に在籍する⼦供たちが、通級で指導を受け、保護者が相談できる

通級指導教室を設置しています。ごൌの⽅は在籍している学校や幼ည園等でご相談のうえ、お申し込

みください。 

 きこえとことばの教室（⾔語障害・難聴通級指導教室）؝1

    きこえやことば、友だちとのかかわり⽅などに⼼配のあるお⼦さんや保護者の相談を受けて⽀援⽅

法を考えていきます。 

 

教 室 名 
住 所・電 話 

枝吉教室（幼・⼩） 神⼾市⻄区枝吉 2-95（枝吉⼩学校内） TEL 078-928-0838 

⻄落合教室（幼・⼩） 神⼾市須磨区⻄落合７-1-3（⻄落合⼩学校内）TEL 078-792-5535 

⻄脇教室（幼・⼩） 神⼾市垂⽔区⻄脇１-8-6（⻄脇⼩学校内） TEL 078-782-6367 

 

 そだちとこころの教室（⾃൷ඪ通級指導教室）؝2

   ⾊々な要で、集団⽣活にとけこみにくいお⼦さんの情คの安定を図り、集団⽣活への加をスムー

ズにするための意ඟと⼒を育んでいきます。 

教 室 名 住 所・電 話 

垂⽔教室（幼・⼩） 神⼾市垂⽔区⽇向 2-4-6（垂⽔⼩学校内） 
TEL 078-707-6229 

⻯が台教室（幼・⼩・中） 神⼾市須磨区⻯が台 6-15-1（⻯が台⼩学校内） 
TEL 078-792-2380 

※これらの他に、特別⽀援学級のある学校もあります。学校にઉமਖい合ॎせてऎटऔい؛ 

 

 

 

 



 

|４ 放課後児童クラブ（学童クラブ） 

保護者が௮いているなど、放課後⼤⼈の家族が家にいない⼩学校学年の児童のために実施している

ものです。⼦育てと仕事の⽴⽀援や、放課後における児童の健৸育成を⽬的としています。 

 

 対象となる児童ٹ

神⼾市内に在住する⼩学校 1 年⽣から 3 年⽣までの児童で、ઃの 1〜3 の要件をたしていることが

必要です。       

※4 年⽣以上の受け⼊れは、各児童館、コーナーに直接お問い合わせください。 

 保護者が௮いている家൦、またはこれにずる家൦の児童؝1

 昼間、保護者またはຳ⽗⺟等、保護者にずる⽅がいない家൦の児童؝2

    学校や家から児童館に⼀⼈で来て⼀⼈でషり、排ᩘや⾷事が⼀⼈でできる児童؝3

 ৫設時ٹ

平 ⽇：放 課 後  〜 ଏ後 5 時（భ⻑利⽤の場合はଏ後 6 時） 

⼟曜⽇：ଏ前 9 時 〜 ଏ後 5 時（భ⻑利⽤の場合はଏ後 6 時） 

学校休業⽇（⼟曜⽇を除く）：ଏ前 8 時 30 分 〜 ଏ後 5 時（భ⻑利⽤の場合はଏ後６時） 

※భ⻑利⽤の場合は、保護者または保護者代理の⽅の迎えが必要です。 

※開設時間前やଏ後 6 時以ఋのభ⻑利⽤は、各児童館、コーナーに直接お問い合わせください。 

 ৻利⽤料लउやつٹ

基本利⽤મ ⽉પ  ４ڬڬ５ 

భ⻑利⽤મ（ଏ後 6 時まで） ⽉પ  １ڬڬ５ 

おやつ代 ⽉પ  １ڬڬ５ 

※開設時間前やଏ後６時以ఋのభ⻑利⽤મは別ಥ必要ですので、各児童館、コーナーに直接お問い合わ

せください。 

※基本ઞ⽤મ、భ⻑利⽤મのみඊ制度があります。 

|市য় 

名  称 所 在 地 電話番号 

୴台児童館 ୴台 3 丁⽬ 2-29 078-994-8429 

有瀬児童館 伊川⾕町有瀬字⾦井場 1137-8 078-974-6318 

有瀬学童保育コーナー 伊川⾕町有瀬字池 696-12 078-974-4200 

⻑௳学童保育コーナー 伊川⾕町⻑௳字重塚 910-1 ⻑௳⼩学校内 078-974-2515 

伊川⾕児童館 北別府 3 丁⽬ 6-9 078-974-8433 

井台児童館 井台東町 4 丁⽬ 20-7 078-992-8849 

井北学童保育コーナー 井台北町 2 丁⽬ 17-1 078-992-3224 

井の丘学童保育コーナー 井台北町２丁⽬ 18  井の丘⼩学校内  078-990-5770 

井⻄児童館 井台⻄町 4 丁⽬ 4 078-991-5882 



名  称 所 在 地 電話番号 

岩岡児童館 上新地 2 丁⽬ 3-6 078-967-4003 

岩岡学童保育コーナー 岩岡町古郷 267      岩岡⼩学校内  078-967-2339 

枝吉児童館 枝吉 4 丁⽬ 26 078-927-5617 

押部⾕児童館 美穂が丘 1 丁⽬ 1 078-994-3621 

⽉が丘学童保育コーナー ⽉が丘 7 丁⽬ 2      ⽉が丘⼩学校内 078-995-3778 

春⽇台児童館 春⽇台 4 丁⽬ 6-2 078-961-6370 

樫野台学童保育コーナー 樫野台 3 丁⽬ 3-1     樫野台⼩学校内 078-996-0235 

狩場台児童館 狩場台 3 丁⽬ 6-2 078-991-8742 

神出児童館 神出町⽥井字⻑原 34-2 078-965-1424 

太⼭寺児童館 学園⻄町 5 丁⽬ 2-3 078-794-4790 

⽵の台児童館 ⽵の台 2 丁⽬ 20-1 078-992-7063 

⽟津児童館 ⽟津町上池字五⻤⽥ 315-1 078-917-2816 

⽟津北児童館 ⻑畑町 162-4 078-922-0855 

櫨⾕児童館 櫨⾕町池⾕字苗代ノ内 440-1 078-992-7081 

平野児童館 平野町宮前字下辻⽯ 223 078-961-3566 

美賀多台児童館 美賀多台 3 丁⽬ 13 078-961-1808 

 

|地域で⾃主運営 

名  称 所 在 地 電話番号 

北⼭学童保育所 北⼭台 3 丁⽬ 20-8 078-994-1444 

<0&A ⻄神⼾学童保育 

クラブ 
学園東町 2 丁⽬ 1-3 078-793-7402 

᳦台あॅみクラブ ᳦台 3 丁⽬ 32-7 078-996-1600 

あさひクラブ 桜が丘東町 1 丁⽬ 3-1 078-994-2662 

いवきっ⼦クラブ 井台東町 4 丁⽬ 19     いवき幼ည園内 078-997-0831 

⾼津ଶ学童クラブ ⽟津町০津 431-1 078-912-5480 

であいアフタースクール ⽟津町出合字古瀬 224-2    出合保育園内 078-927-6608 

宮下学童保育クラブ 宮下 3 丁⽬ 12-13      わらस保育園内 078-921-0740 

  ※申込み・問い合わせは、児童館、各施設に直接৴൪してください。 

  ※問い合わせのみ、神⼾市⻄区社会福祉協議会（929-0001 内線 297）、または神⼾市こども家൦ଂこ

ども⻘年課（322-5210）で受હけます。 

 
 



 

５．短期⼊所⽀援事業（ショートステイ） 
 

 

さまकまな理由から、⼦どもを家൦で養育することが⼀時的に困難になった場合、ຠをൣう短期間⼊所を

することができます。利⽤の相談は下記機関です。 

 

|1 相談ਃঢ় 

 
事業所名 住 所 

電 話 

ＦＡＸ 

１ 
神⼾市⻄区役所 
あんしんすこやかબ   
障害担当 

神⼾市⻄区⽟津町⼩⼭字川ഈ 180ٕ3 
078-929-0001 

078-929-1690 

２ 
神⼾市こども 

家൦センター 
神⼾市中央区川町1ٕ3ٕ1 

078-382-2525 

078-382-1902 

３ 
にし障害者地域⽣活 

⽀援センター 

神⼾市⻄区᳦台5ٕ6ٕ1 

⻄区ড়センタービル5階 

078-996-9820 

078-996-9821 

４ 
たまつあけऻの 
障害者地域⽣活 
⽀援センター 

神⼾市⻄区曙町1070 
総合リハビリテーションセンター 
地域ケア・リハビリテーション⽀援センター 

078-927-4171 

078-927-4172 

５ 各短期⼊所実施施設 下ჷස  

 

|2 実施施設（ੴ障害） 

 

   

   

   

  

 
事業所名 住 所 

電 話 

ＦＡＸ 利⽤年齢 

１ おかば学園 
神⼾市北区有野中野 

2ٕ5ٕ19 

078-981-7271 

078-981-0825  

 

 

 

 

要相談 

 

 

 

 

２ 上野丘学園 神⼾市北区ཤఖ町東畑75 
078-958-0252 

078-958-0251 

３ アリス・ग़リザベス・ホーム 
神⼾市北区⼭⽥町⼩部東⼭ 

53番地14 

078-591-7768 

078-593-0023 

４ 神⼾光の村౸産学園 
神⼾市北区ཤఖ町⽊津 

383番地 

078-950-5101 

078-950-5135 

５ さわらび学園 神⼾市⻄区神出町南619 
078-965-2387 

078-965-2393 

要⼿帳・要受給者証 



 事業所名 住 所 
電 話 

ＦＡＸ 
利⽤年齢 

６ あさぎりの⾥ 神⼾市⻄区神出町南619 
078-965-0211 

078-965-0868 

要相談 

７ ゼノの村 神⼾市⻄区神出町南619-19 
078-965-0264 

078-965-0213 

８ ⼤地の家 明⽯市⼤久保町⼤窪2752-1 
078-934-1212 

078-934-8952 

９ 三⽊精愛園 三⽊市緑が丘町本町2丁⽬3 
079-485-8791 

079-485-5420 

 

|3 実施施設（肢体不⾃由児） 

 
事業所名 住 所 

電 話 

ＦＡＸ 
利⽤年齢 

１ おおぞらのいえ 神⼾市⻄区曙町1070 

078-927-2727 

（内線2751） 

078-925-9253 

要相談 

 

|4 実施施設（ඪ⼼ମ障害児） 

 
事業所名 住 所 

電 話 

ＦＡＸ 
利⽤年齢 

１ 
にこにこハウス 

医療福祉センター 

神⼾市北区⼭⽥町下⾕上字

中⼀⾥⼭14-1 

078-743-2525 

078-743-2050 
要相談 

 

|５ 介護ഠয保健施設（ඪ⼼ମ障害児者） 

 
事業所名 住 所 

電 話 

ＦＡＸ 
利⽤年齢 

１ 
介護ഠ⼈保健 

施設サンライズ 
加古郡稲美町国安1237 

079-496-5211 

079-492-8717 
要相談 

２ 
介護ഠ⼈保健施設 

しおさきদィラ 

路市⼤ව町ᆉ1丁⽬ 

25番地 

079-254-5767 

（電話のみ） 

 

 



 

６．居宅介護・移動⽀援等 
 
 

⻄区内 ヘルパー事業所⼀覧｜障害児対象 居宅介護・⾏動援護・同⾏援護・移動⽀援 

Ｎ

Ｏ 
事業所名 住所 

電話番号 

FAX 番号 

居

宅 

介

護 

⾏

動 

援

護 

同

⾏ 

援

護 

移動⽀援 

⾞

椅

⼦ 

知

的 

視

⼒ 

 ⻄神中央・⻄神南・櫨⾕ 

１ 
やさしい⼿神⼾⻄ 

訪問介護事業所 

᳦台 5-6-1 ⻄区ড় 

センタービル 6Ｆ 

996-7050 

996-7051 
○     ○ ○ ○ 

２ 
有限会社ঔঔタロウᇨ௫部 

⻄神介護⽀援センター 
美賀多台 3-2-14 

961-5341 

961-5352 
○   ○ ○ ○ ○ 

３ ケアサービスあんしん 春⽇台 6 丁⽬ 17-1 
961-7331 

961-7182 
○   ○ ○ ○ ○ 

４ ケアサポート ॅめハウス 狩場台 1 丁⽬ 30-50 
997-0030 

997-0561 
○   ○ ○ ○ ○ 

５ ニॳイケアセンター⻄神南 

井台東町 1-1-1 

⻄神南センタービル

３Ｆ 

996-9050 

996-9052 
○   ○ ○ ○ ○ 

６ 
⽣活協同ੌ合コープこうस 

在宅介護サービス⻄神南 

井台東町 1-1-3 

コープ⻄神南 2 階 

992-1644 

992-1629 
○           

７ ऺのऻのケアサービス 
井台東町 5 丁⽬ 

1-2 

996-8006 

219-9644 
○    ○ ○ ○ 

８ 訪問介護事業所ぽっかぽか 櫨⾕町福⾕ 313 
990-0377 

991-1399 
      ○ ○ ○ 

 押部⾕・桜が丘 

9 
訪問介護 

ケアーサービス⻄神 
押部⾕町福住 502-1 

995-1205 

995-1053 
○     ○ ○ ○ 

10 
ホームヘルプステーション

⻄神⼾ ⻄神営業所 

押部⾕町౭北垣内

78-1 

998-0880 

998-0890 
○   ○ ○ ○ ○ 

11 パレス・ケアーセンター 
୴台 2 丁⽬ 1 番地

204 

998-1411 

998-1410 
○     ○ ○ ○ 

12 アンズケアサービス 
桜が丘中町 3 丁⽬ 2-

3 ジョイフル 42 号 

995-1811 

995-1841 
○   〇       

要⼿帳・要受給者証 



Ｎ

Ｏ 
事業所名 住所 

電話番号 

FAX 番号 

居

宅 

介

護 

⾏

動 

援

護 

同

⾏ 

援

護 

移動⽀援 

⾞

椅

⼦ 

知

的 

視

⼒ 

 平野・⽟津 

13 
有限会社 

在宅介護しえん 
平野町向井 93-1 

963-3055 

963-3056 
○   ○ ○ ○ ○ 

14 
ホームヘルプステーション 

ジャスミン 
⻑畑町 12 番地の 11 

925-3399 

925-3350 
○     ○ ○ ○ 

15 介護センター つるぎ 

⽟津町⽥中 443  

ハイツグリーンフィ

ールド 207 号 

925-5215 

925-5216 
○   ○ ○ ○ ○ 

16 ライフデザイン 
宮下 1 丁⽬ 26 番 14

号 101 

202-8347 

202-8346 
○  ○ ○ ○  

17 
ホームヘルプステーション 

⻄神⼾ ⽟津営業所 
持⼦ 3 丁⽬ 4 番地 

926-0080 

926-0081 
○   ○ ○ ○ ○ 

18 まつたけクラブ 
持⼦ 1 丁⽬ 116 番地

2-103 号 

766-6883 

766-6884 
○   ○ ○ ○ ○ 

19 
有限会社 

サニープレイス 

王塚台 7 丁⽬ 71-1 

サンロイヤル神⼾⻄ 

1 階 

924-4153 

924-4151 
○   ○ ○ ○ ○ 

20 
総合リハ 

在宅ケアステーション 
曙町 1070 番地 

925-9216 

925-9299 
○           

21 うさぎのしっぽ 

枝吉 1 丁⽬ 196 番地

サンハイツ神明 303

号 

995-8990 

995-8991 
○   ○ ○ ○  

22 地域⽀援事業所 ぱれっと 
枝吉４丁⽬ 127 番 

森ビル 201 号室 

920-1113 

920-1114 
○ ○ ○ ○ ○ ○ 

 

 

 

 

 

 

 



 

Ｎ

Ｏ 
事業所名 住所 

電話番号 

FAX 番号 

居

宅 

介

護 

⾏

動 

援

護 

同

⾏ 

援

護 

移動⽀援 

⾞

椅

⼦ 

知

的 

視

⼒ 

 伊川⾕ 

23 ॅい訪問介護 
前開南町１丁⽬３番

８号 

977-0251 

958-7781 
○           

24 めばえ 
前開南町１丁⽬ 5-

12-10２ 

975-5331 

975-5332 
○   ○ ○ ○ ○ 

25 
アーバンズ 

ケアステーション 

前開南町 2 丁⽬ 6-

31-312 

976-3166 

976-3167 
○   ○ ○ ○ ○ 

26 ヘルパーステーションあん 
池上 1 丁⽬１2-1 %-

804 

976-0346 

976-0346 
○     ○ ○ ○ 

27 
訪問介護事業所 

フ॓ーストケア 

池上 2 丁⽬ 3 番地の

6 

975-8005 

975-8006 
○      

28 ケア２１神⼾⻄ 

池上４丁⽬ 15-1 

ও॰ン・ド・ঔンテ

アンڹ号室 

977-0121 

977-0321 
○   ○ ○ ○ ○ 

29 訪問介護アミティー 
池上 4 丁⽬ 29 番地の

７ 

945-5531 

945-5532 
○   ○ ○ ○ 

30 訪問介護ひいらぎ 
⼤津和 2 丁⽬ 7-10-

101 

995-9217 

330-1127 
○    ○ ○ ○ 

31 なごみケア 伊川⾕町有瀬 39-18 
975-4165 

975-4174 
○           

32 

神⼾介護⽀援会 

スマイル・ライフ 

ながさかステーション 

伊川⾕町有瀬 48-11 
978-0260 

978-0273 
○     ○ ○ ○ 

33 訪問介護えがお 
伊川⾕町有瀬 812-6-

2-405 号 

975-9205 

975-9206 
○   ○ ○ ○ ○ 

34 介護ステーション まॅ 

伊川⾕町有瀬 859-1

ग़クセレンス A-

102 

962-5100 

962-5101 
○   ○ ○ ○ ○ 

35 
地域⽣活サポートハウス 

ওーদェ 
০寺 20-10 

939-3050 

939-3050 
○ ○ ○ ○ ○ ○ 



Ｎ

Ｏ 
事業所名 住所 

電話番号 

FAX 番号 

居

宅 

介

護 

⾏

動 

援

護 

同

⾏ 

援

護 

移動⽀援 

⾞

椅

⼦ 

知

的 

視

⼒ 

36 ケアステーションこころ 
⽩⽔ 2 丁⽬ 13-9 

ジェルベーラ 101 

976-2401 

976-2421 
○   ○ ○ ○ ○ 

37 
ヘルパーステーション 

サンライト 

南別府 3 丁⽬ 5-3 

フレマリール⾼苗代

105 

202-5246 

202-5247 
○   〇 ○ ○ ○ 

38 
特定⾮営利活動法⼈  

⼼の集い 
南別府 2-15-2 

975-3151 

975-6310 
○     ○ ○ ○ 

39 スマイル アップ 
北別府 4 丁⽬ 4 番地

の 23 

201-6348 

201-6352 
○   ○ ○  

 岩岡・神出 

40 
ホームヘルプステーション 

⻄神⼾ 岩岡営業所 
⻯が岡 3 丁⽬ 11-3 

969-3960 

969-3961 
○   ○ ○ ○ ○ 

41 総合福祉ツクイ⻯が岡 ⻯が岡 4 丁⽬ 1 番 2 
969-2552 

969-2554 
○           

42 ヒバリ介護センター 岩岡町岩岡 321-6 
967-4028 

967-3991 
○     ○ ○ ○ 

43 
ヘルパーステーション 

⽊もれ⽇ 
岩岡町⻄脇 833 番地 

969-1625 

969-1626 
○           

44 
神港園 

ホームヘルプセンター 
神出町東 1188-345 

965-3661 

965-3662 
○           

※居宅介護・⾏動援護・同⾏援護は H28 年２⽉ 17 ⽇現在（兵庫県発⾏） 

移動⽀援は H27 年 11 ⽉ 1 ⽇現在（神⼾市発⾏）の情報により作成しました。 

 

 

 

 

 

 



 

７．⼊ 所 
 

 

さまकまな理由から、⼦どもを家൦で養育することが困難になった場合、⼊所することができます。 

⼊所についての相談は、こども家庭センターです。 

 
神⼾市こども家൦センターػ 

TEL 078-382-2525 FAX 078-382-1902  

 

|1 ੴ障害児 
   

事業所名 住 所 
電 話 

ＦＡＸ 
利⽤年齢 

１ おかば学園（福祉） 神⼾市北区中野2-5-19 
078-981-7271 

078-981-0825 

要相談 ２ 上野丘学園（福祉） 神⼾市北区ཤఖ町東畑75 
078-958-0252 

078-958-0251 

３ さわらび学園（福祉） 神⼾市⻄区神出町南619 
078-965-2387 

078-965-2393 

 

|２ 肢体不⾃由児 
 

事業所名 住 所 
電 話 

ＦＡＸ 
利⽤年齢 

１ おおぞらのいえ（福祉） 神⼾市⻄区曙町1070 
078-927-2727(内線2751� 

078-925-9253 
要相談 

 

|３ ඪ⼼ମ障害児 
 

事業所名 住 所 
電 話 

ＦＡＸ 
利⽤年齢 

１ 

にこにこハウス 

医療福祉センター 

（医療） 

神⼾市北区⼭⽥町下⾕上字

中⼀⾥⼭14-1 

078-743-2525 

078-743-2050 
要相談 

 

 

 

要⼿帳・要受給者証 



８．障害福祉サービス制度 
|1 介護給付 

名      称 内       容 

居宅介護（ホームヘルプ） ⾃宅で、⼊浴、排せつ、⾷事の介護等を⾏います。 

重度訪問介護 
重度の肢体不⾃由者⼜は重度の知的障害者もしくは精神障害により⾏動上著
しい困難を有する障害者で、常に介護を必要とする⼈に、⾃宅で、⼊浴、排せ
つ、⾷事の介護、外出時における移動中の介護等を総合的に⾏います。 

同⾏援護 
視覚障害により移動に困難を有する⼈に移動の援護、代筆や代読を含む視覚
的情報の⽀援、排せつや⾷事等の介護、その他外出する際に必要となる援助
も⾏います。 

⾏動援護 
⾃⼰判断能⼒が制限されている⼈が⾏動するときに、危険を回避するために
必要な⽀援、外出⽀援を⾏います。 

重度障害者等包括⽀援 
介護の必要性がとても⾼い⼈に、居宅介護等複数のサービスを包括的に⾏い
ます。 

短期⼊所（ショートステイ） 
⾃宅で介護する⼈が病気の場合などに、短期間、夜間も含め施設で、⼊浴、排
せつ、⾷事の介護等を⾏います。 

療養介護 
医療と常時介護を必要とする⼈に、医療機関で機能訓練、療養上の管理、看
護、介護及び⽇常⽣活の世話を⾏います。 

⽣活介護 
常に介護を必要とする⼈に、昼間、⼊浴、排せつ、⾷事の介護等を⾏うととも
に、創作的活動⼜は⽣産活動の機会を提供します。 

施設⼊所⽀援 
障害者⽀援施設に⼊所する⼈に、夜間や休⽇、⼊浴、排せつ、⾷事の介護等を
⾏います。 

 

|２ 訓練等給付        

名     称 内       容 

⾃⽴訓練 
（機能訓練・⽣活訓練） 

⾃⽴した⽇常⽣活⼜は社会⽣活ができるよう、⼀定期間、⾝体機能⼜は⽣活能
⼒の向上のために必要な訓練を⾏います。 

就ௌ移⾏⽀援 
⼀ಹ੫業等への就ௌをൌする⼈に、⼀定期間、就ௌに必要な知及び能⼒の
向上のために必要な訓練を⾏います。 

就ௌಲ続⽀援 
（A ・% ） 

⼀ಹ੫業等での就ௌが困難な⼈に、௮く場を提供するとともに、知及び能⼒
の向上のために必要な訓練を⾏います。 

共同⽣活援助 
（グループホーム） 

夜間や休⽇、共同⽣活を⾏う住居で、相談・⼊浴、排せつ⼜は⾷事の介護その
他の⽇常⽣活上の援助を⾏います。 

 

|3 相談⽀援給付 

  名     称 内       容 

計画相談⽀援 
特定相談⽀援事業者が⽣活に対する意向や悩みをୂきながら利⽤計画を作成
し、障害福祉サービス事業者と৴൪৹整を⾏います。また、サービスが適જに
提供されているかをનੳして、利⽤計画の定期的な⾒直しを⾏います。 



 

★障害⽀援区分と利⽤出来るサービス 

|4 地域相談⽀援給付 

  名      称            内       容 

地
域
相
談
⽀
援 

地域移⾏⽀援 
障害者⽀援施設や精神科病院、救護施設や矯正施設等に⼊所・⼊院している障
害者が、地域⽣活へ移⾏するための⽀援を⾏います。 

地域定着⽀援 
単⾝の障害者の⽅等で地域の⽣活が不安な⽅に、困ったことがあった時に、電
話相談や緊急訪問を⾏います。 

★地域ে活⽀援事業のしऎみ 
 

※サービスにより利⽤できる対象者が異なります。詳しくは、⻄区役所１階あんしんすこやかબ 障害担当

にお問合せください。 

 

 

区 分 ６ 区 分 ５ 区 分 ４ 区 分 ３ 区 分 ２ 区 分 １ 非 該 当

居 宅 介 護

重 度 訪 問 介 護

同 行 援 護 （※ ）

行 動 援 護

重 度 障 害 者 等 包 括 支 援

短 期 入 所

療 養 介 護

生 活 介 護

施 設 入 所 支 援

共 同 生 活 援 助
（グル ープホ ーム ）

自 立 訓 練
（機 能 訓 練 ・生 活 訓 練 ）

就 労 移 行 支 援

就 労 継 続 支 援 （A型 ・B型 ）

地 域 移 行 支 援 ・地 域 定 着 支 援

　
　　　　　　　　 歳 以 上 の 場 合

（※ ）身 体 介 護 を伴 う場 合 は 、「区 分 2」以 上

注

注

注

 区役所１階ँんしんघこやか係 障害担当ٹ

神⼾市⻄区⽟津町⼩⼭字川ഈ180-3 

TEL 078-929-0001 FAX 078-929-1690 



９．その他 
|1 コミュニケーション⽀援事業 

1. ⽬ 的  聴覚・⾔語等障害者が、公的機関や医療機関等へ⾏く場合に⼿話通訳者や要約筆記奉仕 

員等を派遣したり、区役所に⼿話通訳者を配置したりして、意思の疎通を図ります。 

  2. 対象者  ＜⼿話通訳者・要約筆記奉仕員の派遣＞ 

        市内に居住する 18 歳以上の⼿話通訳または要約筆記通訳を必要とする聴覚・⾔語等障害

者。 

           ＜盲ろう者通訳・介助員の派遣＞ 

         市内に居住する 18 歳以上の視覚・聴覚重複障害者でどちらかの障害が 1 級⼜は 2 級で 

        単独での外出が困難な⽅。 

|2 相談⽀援事業（障害者地域ে活⽀援センター） 

 1. ⽬ 的  障害者・障害児とその家族及び介護者などからの相談に応じ、情報の提供や助⾔等必要 

な⽀援を⾏ないます。 

  2. 対象者  市内に居住する⾝体障害者・知的障害者・精神障害者・障害児とその家族及び介護者等。   

|3 ⽇ଞে活⽤ા⽀給事業 

  1. ⽬ 的  障害者・障害児の⽇常⽣活を利に、または容ಔにするために必要な⽤のභ⼊費を⽀給

します。 

2. 対象者   障害者（児）で、当ჾ⽤を必要とする⽅。個々の⽤により対象者が異なりますので、 

詳しくは⻄区役所窓⼝でお尋ねください。  

|4 移動⽀援（फ़イドヘルプ） 

 1. ⽬ 的  屋外での移動が困難な障害者・障害児に、外出のための⽀援を⾏なうことにより、地域に 

おける⾃⽴⽣活及び社会加をയすことを⽬的としています。 

  2. 対象者     

  ① 市内に居住する肢体障害者（児） 

    ⼩学⽣以上の⾝体障害者⼿帳所持者で、ઃのいずれかにჾ当し⽀援が必要とੳめられる⽅ 

   ■ ⾞いすを常⽤し⾃が困難な肢体障害者で、上肢と下肢に障害がある 1 級または 2 級の⽅ 

   ■ ⾞いすを常⽤し⾃が困難な肢体障害者で、上肢と体ୌに障害がある 1 級または 2 級の⽅ 

  ② 市内に居住する 18 歳以上で療育⼿帳所持者、⼩学⽣以上 18 歳未で療育⼿帳 A�%1�%2 程度 

  ⋉ 市内に居住する⼩学⽣以上の精神障害者保健福祉⼿帳所持者 

⋊ 市内に居住する⼩学⽣以上で上記の者と同等と市⻑がੳめる難病患者等 

 

   
（ି意）⾞いすを常⽤している⽅には、屋内ではన⾏ஓやつたいనき等で⾃⼒న⾏が૭能であっても、 

外出時には⾞いすでの移動となる⽅及び、屋外において数⼗ওートル程度のన⾏は૭能である

が、それ以上のన⾏になると⾞いすによらなければ移動が困難になるような⽅を含みます。 



 

|5 地域活動⽀援センター 

（センター型） 

事業所名 住 所 電 話 
ＦＡＸ 

備 考 

地域活動⽀援センター 
ᇐの⾥ 

神⼾市⻄区平野町福中字バ
タ 22-1 

078-961-5174 
078-961-5183 

 

 

（ਃચ型） 

事業所名 住 所 電 話 
ＦＡＸ 

備 考 

いवき⻘૬ 
神⼾市⻄区井台北町1-17-1 
フィレール⻄神南まちかどステ
ーション 

078-991-8060 
同上 

発達障害の൧断が必要 
年齢制限なし 

 

|� ၿ活動施設 

施設名 住 所 電 話 
ＦＡＸ 

備 考 

障害者 
スポーツઐ館 

神⼾市⻄区曙町1070 
総合リハビリテーションセンター内 

078-927-2727 
078-927-8022 

 

神⼾市⽴⻄体育館 神⼾市⻄区春⽇台5-435 
078-961-1381 
078-961-1382 

 

ड़ージースポーツ 
神⼾福祉スポーツ 
センター 

神⼾市中央区༺上通3-1-32 
078-271-5332 
078-271-5373 

 

しあわせの村 
神⼾市北区⼭⽥町下⾕上字中⼀
⾥⼭14-1 

078-743-8000 
 

 

 

|� ၿ活動団体 

団体名 住 所 電 話 
ＦＡＸ 

備 考 

スペシャル 
ड़リンআックス 
⽇本兵庫 
神⼾プログラム 

神⼾市⻑⽥区平和台 3-3-7 
代 三宮 ೢ介 

078-611-3695 
知的障がい者・児（８ྜ
〜）の⽅が対象 

 

 



|8 訓練会 

名 称 実施場所 電 話 備 考 

ポニー教室 
第３⼟曜⽇ 10:00〜12:00 
神⼾市⽴垂⽔養護学校 
（垂⽔区旭が丘 2-1-15） 

078-709-7555 
垂⽔養護学校 
（川下先⽣） 

神 ⼾ 市 重 度 ⼼ ⾝ 障 害 児
（者）⽗⺟の会が主催して
おり、会への加⼊、年会費
が要ります。 

神樹の会訓練会 
第３⼟曜⽇ 13:00〜15:00 
神⼾市⽴垂⽔養護学校 
（垂⽔区旭が丘 2-1-15） 

078-709-7555 
垂⽔養護学校 
（⼭下先⽣） 

しんじゅの会に加⼊、年会
費が要ります。 

 

|� その他 

಼ٛ害時のइٜ 

神⼾市の緊急・಼害情報をごનੳください。 

KWWS:��www.FLW\.NoEe.OJ.MS�sDIeW\�ePerJeQF\�LQGe[.KWPO 

 

ٛਞになるこどものਗ਼ਵ相談लྦୄにঢ়घる相談ٜ 

⻄区こども家൦⽀援室（⻄区役所内） 

  078-929-4150（平⽇：８時４５分〜１７時３ڬ分） 

  ⼦育てに関する相談・情報提供、⼦どもྦୄに関する相談・通ઔなど 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ْはっळ〜ガイドブックに関するお問い合わせٓ 

 .2%E :E6T 1ET 事ਜଂ 

    たまつあけऻの障害者地域⽣活⽀援センター 

 TEL:078-927-4171 FAX:078-927-4172 E-PDLO：WDPDWsXBDNeEoQo#KwF.or.MS 

     ※はっळ〜ガイドブックは、年更新定です。  

｜⽿より情報｜その３ 

KIDʼS 版ワールドカフェに参加してみませんか？ 

★「ワールドカフェ」とは・・・？ 
５〜6 ⼈のグループに分かれ、テーブルを೧みධみおწ⼦をつまみながら共通の話につ

いて語り合うスタイルです。nढ़フェ|のようなリラックスした࿇೧気の中で、ওンバーをઐ代
しながら話をめていきます。 
 
★参加者のओਔৄは・・・؛ 
・⾊々な話がୂけて、また⾃分の話もୂいてもらえてとてもଐかった。 
・同じ悩みを持つお⺟さん⽅とお話が出来る場があるのはありがたいなと思いました。 
・し先の話がୂくことが出来たのでとてもଐかった。 
・みなさんのいろいろな悩みをୂいて、悩みがあるのは私だけじूないんだなと安⼼しました。 
 
○.,'
6 ගワールドढ़フェでは、保護者の⽅以外にも⾊々な⽴場の⽅が加されています。 
相談事業所・⾏・社協・学校・病院・事業所（施設௺）・事業所（訪問௺）地域ランティア
など。 
「⽣活でのどうすればいい？」をकっくばらんに相談する事も出来ます。 
 


